
広報 2014.5 08広報 2014.509

　姉妹都市交流事業の一環として、３月９日に鹿児島県与論町で
開催されたヨロンマラソンに本市から３人の選手が出場しました。
第23回となる今大会には全国から１,０９１人が出場。本市選手
団も２人がフル、１人がハーフの部に出場し、エメラルドグリー
ンの海、南国の景色を背に全員が無事完走しました。
　大会前日にはウェルカムパーティ、マラソン後には完走パー
ティが開催され、かりゆしバンドの演奏や踊りなど、マラソンラ
ンナーへの心のこもったおもてなしを受け、与論の人たちの温か
さに触れることができました。

町　名

深 江 町

支　援　セ　ン　タ　ー　名

ら ぴ ゅ た （小林保育園）
☎７２‒６１４２

開 設 日 時

火～土曜日
9：00～15：00

イ ベ ン ト ・ 講 習 会 情 報

深 江 町
は や て （瀬野保育園）
☎７２‒６９６１

月～土曜日
10：00～16：00

布 津 町
リ リ パ ッ ト （文華保育園）
☎０５０‒３６２８‒５１９０

火～土曜日
9：00～14：00

有 家 町
杏 ク ラ ブ （白百合保育園）

☎８２‒８４１０
月～金曜日
9：00～14：00 ・５月16日㈮　親子ビクス教室

・５月21日㈬　親子遠足

・５月20日㈫　ヨガ教室

・５月23日㈮　お楽しみ会

・５月22日㈭　野菜の講座

・５月８日㈭　フラワーアレンジ

・５月10日㈯　歯みがき指導

・５月16日㈮　お誕生日会

西 有 家 町
ポ エ ム （長野保育園）
☎８２‒０２７１

月・水・金曜日
8：30～15：30

南 有 馬 町

口 之 津 町

加 津 佐 町

南有馬子育て支援センター
☎８５‒２２８８

た ん ぽ ぽ （口之津保育園）
☎８６‒２１８７

お 宮 （若木保育園）　
☎８７‒５１５１

月～金曜日
9：00～14：00

月・水・金曜日
9：00～15：00

月～金曜日
9：00～14：00

＊市ホームページに各支援センターの行事予定などを掲載しています。ぜひ、ご覧ください。 南島原子育て支援センター

ヨロンの風を感じてきました
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　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ
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南島原にゅーす 問 こども未来課　☎０５０（３３８１）５０５０

　市は、子育て親子を応援します。悩み、
相談がある場合は、お気軽に連絡ください。
　また、市内16カ所にある子育て支援セン
ターでも、子育てに関する相談、情報提供
を行っています。予約不要で無料で利用で
きます。

　４月から深江保育園、木場保育園で病後児保育が始まりました。
●病後児保育…保護者が仕事などにより、病気の回復期にある児童を
家庭で保育できない場合、一時的に保育するもの。おおむね10歳未
満が対象。

【利用方法】 要事前登録。有料。詳細は、お尋ねください。
問深江保育園 ☎７２－３３２３／木場保育園 ☎７２－６１２６

南島原市子育てひろば

対象となる共同墓地
●設置目的は献花・清掃などに限る
●５戸以上で共同使用する墓地

●１墓地の限度額…30万円
●本管分水から量水器直近の給水栓１栓までの工事

●給水装置工事は、市の指定事業者が実施
●墓地使用者の代表者による申請

補 助 の 申 請 な ど

補 助 の 基 準

南島原にゅーす 問 上水道課　☎０５０（３３８１）５０７０

　平成26年度から共同墓地へ給水装置を設置する際、一定の条件を満たす場合は工事費に対する補助金を交付します。
現在、水道を引かれていない共同墓地への給水装置工事について補助を行うもので、基準などは以下の通りです。

共同墓地への給水工事の補助を行います
子育てサービス新情報

交通災害共済制度とは

交通事故とは

加入できる人は

共済期間は

加入申し込み方法は

注意事項

共済掛金は

南島原にゅーす 問 総務課　☎０５０（３３８１）５０２０

市町村交通災害共済の加入申し込みの受付を行っています。
もしもの時のため、家族そろって加入しましょう。

交通災害共済に
　　加入しましょう

　交通災害共済制度とは、加入者が交通事故にあわれ
た場合に災害見舞金を受け取ることができる制度です。

　国内で自動車、汽車、電車、原動機付自転車、自転
車（16インチ以上）、定期旅客船、旅客機などの接触、
衝突、転覆などによる事故です。

　市に住民登録（または外国人登録）している人。また、
就学のために一時転出している人も加入できます。

　４月１日から３月31日までの１年間です（ただし、
今年度途中で申し込みをした人は、申込日から平成27
年３月31日までです）。

　「加入申込書兼納付書」に必要事項を記入し、掛金を
添えて総務課または各支所へ提出してください（申込
用紙は窓口に置いています）。

　自殺・無免許運転・酒酔い運転・故意または重大な過失・
天災などが原因で起きた事故の場合は、見舞金の対象と
なりません。
　また、医師の指示に従わなかった場合や不正・法令違
反の場合は見舞金の全部または一部が支払われません。

　１人につき５００円です（納められた掛金は、原則
として返還しません）。

※予算に限りがありますので、申請されても翌年度以降の工事となることがあります。


